
①令和5年度から令
和7年10月末まで
の、補装具の重度意
思伝達装置給付件
数、疾患名

②給付患
者の療養
場所

①身体障害者手帳取得
者のうち人工呼吸器を使
用している者の人数、疾
患名

②人工呼
吸器者使
用者の療
養場所

種目・品名 給付内容・性能
対象者基準

（障がいの程度等）
基準額 種目・品名 給付内容・性能

対象者基
準

（障がい
の程度
等）

基準額 種目・品名 給付内容・性能
対象者基準

（障がいの程度等）
基準額

松
伏
町

1件

疾患名：
筋萎縮性側索硬化
症

在宅：0件

入院・施
設：0件

不明：0件

死亡：1件

3件

疾患名：
筋萎縮性側索硬化症、皮
膚筋炎・多発性筋炎、肺
動脈性高血圧症急速進
行性糸球体腎炎

在宅：3件

入院・施
設：0件

不明：0件

①電気式たん
吸引器

②ネブライザー
（吸入器）

①難病患者等又は介
護者が容易に使用で
きるもの

②難病患者等又は介
護者が容易に使用で
きるもの

①、②とも呼吸器に機能に障がいのある者 ①電気式た
ん吸引器：
56,400円
②ネブライ
ザー（吸入
器）：36,000
円

パルスオ
キシメー
ター

呼吸状態を継
続的にモニタリ
ングすることが
可能な機能を
有し、難病患者
等が容易に使
用できるもの

人工呼吸
器の装着
が必要な
者

157,500円 なし

草
加
市

3件

疾患名：
脳幹梗塞、筋萎縮性
側索硬化症等

在宅：2件

入院・施
設：0件

不明：0件

死亡：1件

11件

疾患名：
脳性麻痺、筋ジストロ
フィー、二分脊椎等

在宅：11件

入院・施
設：0件

不明：0件

①ネブライザー
(吸入器)

②電気式たん
吸引

①障害者等が容易に
使用し得るもの

②障害者等が容易に
使用し得るもの

①呼吸器機能障害3級以上若しくは当該用具の永続的必要性及
びその効果が認められる身体障害児・者又はこれらに準ずる機能
障害が医学的に認められる難病患者

②　①に同じ

①36,000円

②56,400円
※ネブライ
ザーと両用の
機能を持つも
の72,450円

動脈血中
酸素飽和
度測定器
(パルスオ
キシメー
ター)

呼吸状態を継
続的にモニタリ
ングすることが
可能な機能を
有し、障害者等
が容易に使用し
得るもの

人工呼吸
器を装着
している
者

157,500円 発動発電機・
外部バッテ
リー

介助者が容易に使
用し得るもの

在宅で人口呼吸器、電気式たん吸引器、ネブ
ライザー等の生命の維持に必要な機器を使
用している身体障害児・者又はこれらに準ず
る機能障害が医学的に認められる難病患者
等

100,000円

吉
川
市

0件 0件 4件
脳性麻痺4件

在宅2名・
施設2名

①ネブライザー
（吸入器）

②電気式たん
吸引器

③電気式たん
吸引器・ネブラ
イザー両用器

①、②、③
対象者が容易に使用
できる物

①、②、③
１　身体上の障害（呼吸器機能障害に限る。）の程度が１級、２級
若しくは３級の身体障害者又は同程度の身体障害者で必要と認め
られるもの

２　難病患者で呼吸機能に障害のある者

①36,000円

②56,400円

③72,450円

動脈中酸
素飽和度
測定器（パ
ルスオキシ
メーター）

呼吸状態を継
続的にモニタリ
ングすることが
可能な機能を
有し、対象者及
び介護者が容
易に使用できる
物

難病患者
で人工呼
吸器の装
着が必要
な者

157,500円 人工呼吸器用
自家発電機、
外部バッテ
リー（充電器、
インバーターを
含む。）、ポー
タブル電源（蓄
電池）

介護者が容易に使
用できる物

在宅で常時人工呼吸器を使用する身体障害
者福祉法第15条第４項の規定により身体障
害者手帳の交付を受けた者（15歳未満の者
にあっては、障害を有する本人）又は治療法
が確立していない疾病その他の特殊の疾病
であって障害者総合支援法第４条第１項の政
令で定めるものによる障害の程度が同項の
主務大臣が定める程度である者（施設入所者
を除く。）

100,000円

（２）パルスオキシメーター （３）非常用電源（発電機、外部バッテリー等）

２．難病患者の利用できる主な日常生活用具等の給付サービスについて

（１）重度意思伝達装置
使用者

（２）人工呼吸器使用者

１．重度意思伝達装置使用者、
人工呼吸器使用者について

（１）たん吸引器・ネブライザー

令和７年度東部保健医療圏難病対策地域協議会　市町事前アンケート

15件

筋萎縮性側索硬化症、１
８トリソミー症候群、脳症
の後遺症、脳性まひ、脳
動静脈奇形、両大血管右
室起始症
水頭症、筋ジストロ
フィー、多系統萎縮症、先
天性骨髄髄膜瘤

三
郷
市

4件

疾患名：
筋萎縮性側索硬化
症

在宅：0件

入院・施
設：4件

在宅：7件

入院・施
設：8件

不明：0件

①電気式たん
吸引器

②ネブライザー
（吸入器）

①②障がい児・者、難
病患者等又は介護者
が容易に使用し得る
もの

②障がい児・者、難病
患者等又は介護者が
容易に使用し得るも
の

①呼吸器機能障がいが３級以上、又は同程度の障がいであって、
必要と認められる学齢以上の身体障がい児・者
難病患者等で呼吸器機能に障がいがある者

②　①に同じ

①56,400円

②36,000円

動脈血中
酸素飽和
度測定器
（パルスオ
キシメー
ター）

呼吸状態を継
続的にモニタリ
ングすることが
可能な機能を
有し、難病患者
等が容易に使
用し得るもの

難病患者
等で人工
呼吸器の
装着が必
要な者

157,500円 発動発電機人
工呼吸器外部
バッテリー

介助者が容易に使
用しうるもの

　在宅で常時人工呼吸器を使用する身体障
がい児・者又は難病患者（施設入所者を除く）

100,000円

越
谷
市

14件

疾患名：
筋萎縮性側索硬化
症、筋ジストロフィー
症、脊髄小脳変性
症、多系統萎縮症等

在宅：７件

死亡：７件

１５件
疾患名：
筋委縮性側索硬化症
大脳皮質基底核変性症
多系統萎縮症
ライソゾーム病
ウルリッヒ病
※難病医療受給者のうち
人工呼吸器使用者数

在宅：１１
件

施設：４件

①電気式たん
吸引器

②ネブライザー
（吸入器）

③電気式たん
吸引器・ネブラ
イザー両用器

①障がい児・者が容
易に使用しうるもの

②障がい児・者が容
易に使用しうるもの

③障がい児・者が容
易に使用しうるもの

①呼吸器機能障害3級以上、若しくは医師意見書等により当該用
具の永続的な必要性及びその効果が認められた学齢以上の身体
障がい児及び身体障がい者または難病患者等

②　①に同じ
③　①に同じ

①56,400円

②36,000円

③72,450円

動脈血中
酸素飽和
度計測器
（パルスオ
キシメー
ター）

呼吸状態を継
続的にモニタリ
ングすることが
可能な機能を
有し、難病患者
等が容易に使
用し得るもの

人工呼吸
器の装着
が必要な
難病患者
等

157,500円 発動発電機・
外部バッテ
リー

介助者が容易に使
用し得るもの

在宅で人工呼吸器、電気式たん吸引器、ネブ
ライザー等の生命の維持に必要な機器を使
用している身体障がい児及び身体障がい者
又は難病患者等

100,000円

春
日
部
市

1件

疾患名：筋ジストロ
フィー

入院：1件 17件

疾患名：
筋萎縮性側索硬化症、筋
ジストロフィー等

在宅：16件

入院・施
設：1件

不明：0件

①電気式たん
吸引器

②ネブライザー
（吸入器）

①障がい児・者が容
易に使用しうるもの

②障がい児・者が容
易に使用しうるもの

①呼吸機能障害が１級又は３級の身体障害児・者若しくは同程度
の者であって、必要と認められる者（原則として学齢児以上）

②上記対象者と同程度の障害を有する難病患者等・呼吸機能障
害が１級又は３級の身体障害児・者若しくは同程度の身体障害児・
者であって、呼吸加湿処置により呼吸に伴う負担の軽減を図る必
要性があると認められる者（原則として学齢児以上の者）

・上記対象者と同程度の障害を有する難病患者等

①56,400円ネ
ブライザーと
同様の機能
を併せ持つも
のは72,450円

②36,000円

動脈血中
酸素飽和
度測定器
（パルスオ
キシメー
ター）

呼吸状態を継
続的にモニタリ
ングすることが
可能な機能を
有し、対象者が
容易に使用し得
るもの

人工呼吸
器の装着
が必要な
難病患者
等

157,500円 ①人工呼吸器
用自家発電機

②人工呼吸器
用外部バッテ
リ

①②居宅で使用す
る人工呼吸器に接
続することで、人工
呼吸器の稼働が可
能な電力を供給で
き、対象者または介
助者が容易に使用
し得るもの

①②・呼吸器機能障害が３級以上の身体障
害児・者

・障害の程度が上記対象者と同程度の身体
障害者で、在宅で常時人工呼吸器を装着して
いるもの

・上記対象者と同程度の障害を有する難病患
者等

100,000円

※いずれ
か1種目

八
潮
市

0件 5件

疾患名：
筋ジストロフィー、脳性麻
痺

在宅：5件 ①電気式たん
吸引器

②ネブライザー

①②障害者(児)若しく
は難病患者又は介助
者が容易に使用し得
るもの

①呼吸器機能障害３級以上又は身体障害者であって、医師が必
要と認めたもの(原則として学齢児以上の者)
又は
難病患者であって呼吸器機能に障害のある者
②呼吸器機能障害３級以上又は同程度の身体障害者(児)であっ
て、必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者)
又は
難病患者であって、呼吸器機能に障害のある者

①56,400円
②36,000円

動脈血中
酸素飽和
度測定器
(パルスオ
キシメー
ター)

呼吸状態を継
続的にモニタリ
ングすることが
可能な機能を
有し、難病患者
又は介助人が
容易に使用し得
るもの

難病患者
であって
人工呼吸
器の装置
が必要な
者

157,500円

資料４



種目・品名 給付内容・性能
対象者基準

（障がいの程度等）
基準額

春

日

部

市

－ － － －

松

伏

町
－ － － －

草

加

市

「草加市障害者等日常生
活用具給付実施要綱」に
定めるもの

※別添資料参照

吉

川

市

※別添資料参照

越

谷

市
－ － － －

令和７年度東部保健医療圏難病対策地域協議会　市町事前アンケート　　　　

種目・品名によって異なる。

①腕、脚等の訓練ができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部
の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
②褥そう又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの
③尿が自動的に吸引されるもので、障がい児・者、難病患者等又は介護者が
容易に使用し得るもの
④介助者が障がい児・者又は難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用
し得るもの
⑤介護者が障がい児・者又は難病患者等を移動させるにあたって、容易に使
用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。
⑥腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの
⑦入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等の補助ができ、障がい者、難
病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改
修を伴うものを除く。
⑧障がい者又は難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりを付けることが
できる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
⑨おおむね次のような性能を有する手すり、おおむね次のような性能を有する
手すり、スロープ等であること。
(1)　障がい者及び難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであっ
て、必要な強度と安定性を有するもの
(2)　転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の捕助、段差解消等の用具
とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
⑩足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改
修を伴うものを除く
⑪室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災
を消火し得るもの
⑫紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品
難病患者等の状態にあった適切な種類のもので、難病患者等及び介助者が容
易に利用できるもの
⑬障がい者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次
のようなもの
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他
(1)～(5)の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修障がい者の移動等を円滑
にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次のようなもの
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他
(1)～(5)の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

２．難病患者の利用できる主な日常生活用具等の給付サービスについて

（４）その他

①特殊寝台
②特殊マット
③特殊尿器
④体位変換機
⑤移動用リフト
⑥訓練用ベッド
⑦入浴補助用具
⑧便器(手すり取り付け可)
⑨移動・移乗支援用具
⑩特殊便器
⑪自動消化器
⑫ストマ用装具（おむつ）
⑬住宅改修費

三

郷

市

①～④難病患者等で寝たきりの状態にある者
⑤⑥難病患者等で下肢又は体幹機能障がいのある
者
⑦難病患者等で入浴に介助を要する者
⑧難病患者等で常時介護を要する者
⑨難病患者等で下肢が不自由な者
⑩難病患者等で上肢機能に障がいのある者
⑪障がい等級が２級以上の身体障がい児・者、障が
いの程度が重度若しくは最重度である知的障がい
児・者、障がい等級が１級である精神障がい児・者又
は難病患者等であって、火災発生の感知及び避難が
著しく困難であるもののみの世帯及びこれに準ずる
世帯の者
⑫難病患者等で常時失禁があり介助を要する者
⑬難病患者であって、下肢又は体幹に障がいのある
者

①154,500円
②70,000円
③67,000円
④15,000円
⑤159,200円
⑥159,200円
⑦90,000円
⑧4,450円
（手すりを便器
に取り付ける場
合5,400円）
⑨60,000円
⑩151,200円
⑪28,700円
⑫12,000円
⑬200,000円

八

潮

市

①特殊寝台
②特殊マット
③特殊尿器
④体位変換器
⑤移動用リフト
⑥訓練用ベッド
⑦入浴補助用具
⑧便器
⑨移動・移乗支援用具
⑩特殊便器
⑪自動消火器
⑫居宅生活動作補助用具
(住宅改修)

①②④難病患者であって、寝たきりの状態にある者
③難病患者であって、自力で排尿できない者
⑤⑥⑫難病患者であって、下肢又は体幹機能に障害
のある者
⑦難病患者であって、入浴に介助を要する者
⑧難病患者であって、常時介助を要する者
⑨難病患者であって、下肢が不自由な者
⑩難病患者であって、上肢機能に障害のある者
⑪難病患者であって、火災発生の感知及び避難が著
しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世
帯

①154,000円
②70,000円
③67,000円
④15,000円
⑤159,000円
⑥159,200円
⑦90,000円
⑧13,000円
⑨60,000円
⑩151,200円
⑪28,700円
⑫200,000円








































